
月に数回の健診・健康相談・教室・訪問等の補助を
してくれる保健師等を募集します。登録制です。詳し
くはお問い合わせください。
〇対象者	 保健師・助産師・看護師の免許保有者
〇勤務場所	 串木野健康増進センター
〇謝　金	 日額 5,000 円（4時間程度）
〇問合せ	 串木野健康増進センター

応募する方は、履歴書をまちづくり防災課に提出し
てください。
〇募集数	 2 名
〇業務内容
原子力災害に関する要支援者や避難体制等実態調
査（羽島地区の各世帯を訪問し、家族構成や原子力
災害時の避難先、避難手段等の聞き取り調査）

〇応募資格	 パソコン操作
	 自動車普通免許（ＡＴ限定可）
〇賃　金	 時給 790 円（社会保険有り）
〇募集期間	 8 月 31 日（水）まで
〇勤務場所	 	まちづくり防災課（串木野庁舎）及び羽

島地区（調査時）
〇勤務時間	 	平日 9：00 ～ 17：00（ただし 17：00

以降に勤務する場合あり）
〇雇用期間	 10月3日（月）～平成29年3月31日（金）
	 （雇用期間満了後更新する場合あり）

〇選考方法	 面接（日時は後日連絡します）
〇応募・問合せ　まちづくり防災課

屋外広告物の表示にあたっては、良好な景観を形成
し、公衆に対する危険を防止するために、鹿児島県で
は屋外広告物条例を定めています。
広告物は、電柱への張り紙禁止や、橋りょう・道路

のガードレール等に立て看板・のぼり旗等の設置がで
きないほか、地域や広告物の種類毎に定められた制限
があります。
また、適正に設置している方も、今後の台風シーズ

ンに備えて安全点検を行うなど、危険防止に努めてく
ださい。
ルールを守り、安全で美しいまちづくりのため、皆

様のご理解とご協力をお願いします。

応募する方は履歴書を串木野庁舎総務課もしくは
市来庁舎市民課に提出してください。
〇募集数	 1 名
〇業務内容	 行政バス運転、文書使送業務　等
〇応募資格	 ・昭和 28年４月２日以降に生まれた方
	 ・大型自動車運転免許保有
〇募集期間	 ８月 19日（金）まで
〇勤務時間	 原則９：00～ 16：00
	 （月 20日程度　土日、祝日出勤有）
〇雇用期間	 9月１日（木）～平成29年3月31日（金）
	 （雇用期間満了後更新する場合あり）
〇賃　金	 月額　120,000 円
〇選考方法	 面接（日時は後日連絡します）
〇問合せ	 総務課

認知症の介護にお悩みの方、「ひょっとして認知症
かな？」と心配している方、みんなで集まって思いっ
きり語り合いませんか。
今回は「認知症サポーター養成講座」を行います。
小学生から大人までどなたでも参加できます。お気

軽にご参加ください。　
〇日　時	 8月25日（木）13：00 ～15：30
〇会　場	 串木野高齢者福祉センター
〇内　容	 1．認知症サポーター養成講座
	 2．介護者交流会など
〇対　象	 認知症の本人・家族ならびに一般の方
〇申込・問合せ　地域包括支援センター

臨時職員(公用車運転手)募集
総務課（☎ 33-5625）

保健師・助産師・看護師募集
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

かたいもんそ会（認知症の人と家族の会）
地域包括支援センター（☎ 21-5172）

屋外広告物の適正な表示について
都市計画課（☎ 21-5152）

臨時職員（調査員）募集
まちづくり防災課（☎ 33-5631）
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介護保険施設等のサービスの利用者で、市民税非課税世帯に属する方は、本市の発行する負担限度額認定証を
利用施設に提示すると、食費および居住費（滞在費）が減額されます。
平成28年 8月の介護保険制度改正により、この減額要件が一部追加されております。

●減額要件と対象サービス
　【所得】

・被保険者本人と同一の世帯に属しない配偶者についても、市民税非課税であること。
・年金収入は、7月までは老齢年金など課税年金収入のみが対象になっていましたが、8月からは非課税年
金の遺族年金と障害年金収入も含めて判定することになりました。

　【資産】
・被保険者及び配偶者が所有する現金、預貯金等が単身の場合 1,000 万円、夫婦の場合 2,000 万円以下で
あること。

　【対象サービス】
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の食費・居住費
・地域密着型介護老人福祉施設の食費・居住費
・（介護予防）短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ）の食費・居住費

●施設サービス利用時の居住費と食費の負担限度額（１日あたり）

　※	従来型個室と多床室の（　）内は介護老人福祉施設・短期入所生活介護（ショートステイ）の場合の負担限
度額です。

　※	基準費用額は、平均的な費用として国が定めた額ですが、実際の額は施設との契約により決められます。
　　詳細は各施設にお問い合わせください。

●負担限度額認定証交付申請に必要なもの
　　新たに認定証の交付を受けたい場合は申請が必要です。申請には、本人・配偶者名義の全ての通帳等の写
しなどが必要です。詳しくはお問い合わせください。

●申請・問合せ　健康増進課介護保険係　☎ 33-5673　市来庁舎市民課健康福祉係　☎ 21-5117

65 歳以上（第 1号被保険者）で一定以上の所得がある場合、介護保険サービスの利用料金は 2割負担となり
ます。
負担割合は負担割合証に記載されており、8月 1日現在で認定をお持ちの方には、全員負担割合証が届きます。
負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へご提示ください。

●問合せ　健康増進課介護保険係

介護保険施設の食費・居住費の軽減について
健康増進課（☎ 33-5673）

介護保険負担割合証について
健康増進課（☎ 33-5673）

利用者
負担段階

対　象　者
（下記の他に所得・資産要件を満たすもの）

居　住　費（滞	在	費）
食　費ユニット

型個室
ユニット
型準個室

従来型
個室（※）

多床室
（※）

第１段階
・市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

820円 490円
490円

（320円）
0円 300円

第２段階
・市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額と非課税年金（遺族年金と障
害年金）収入額の合計が年 80万円以下の方

820円 490円
490円

（420円）
370円 390円

第３段階
・市民税非課税世帯で、利用者負担第２段階
に該当しない方

1,310 円 1,310 円
1,310 円
（820円）

370円 650円

第４段階 ・市民税課税世帯の方　（※基準費用額） 1,970 円 1,640 円
1,640 円

（1,150円）
370円

（840円）
1,380 円
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家庭や住み慣れた地域で安心して暮らすための介
護の知識と技術を学びませんか。
〇日　時	 8 月 24 日（水）10：00～ 15：30
〇場　所	 串木野高齢者福祉センター
〇参加料	 500 円（資料代）
〇内　容	 	起き上がり、立ち上がり、移動の介助方

法。認知症の理解・ケア、福祉用具の活
用について。

〇申込締切	 8 月 14 日（日）
〇申込・問合せ　　鹿児島県介護実習・普及センター
　　　　　　☎ 099-221-6616　FAX	099-239-0384

　今回から検診の待ち時間を少なくするため予約制に
なっています。検診を受けるには予約が必要です。7
月上旬に発送してある女性がん検診の案内書類が届い
た方で、予約がまだの方は、予約をしてください。
〇予　約	 相良病院健診事業部　☎ 099-224-1821
〇予約期間	 	8 月 31 日（水）まで延長します
　　　　　　（受付平日のみ）
※案内書類のＱＲコードからも申し込めます。
※乳がん検診は、昨年受診した方は対象外です。

〇家　賃	 入居世帯の所得に応じて設定されます
〇入居基準（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が 158,000 円以下であること（詳
細は住宅管理係まで）

・同居する家族がいること
・市税や水道料金などの滞納がないこと
・原則として公営住宅に入居していないこと
・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
※	駐車場は 1世帯につき 1台まで（荒川住宅・芹ケ野
住宅は 2台まで。）荒川住宅・芹ケ野住宅は応募多数
の場合、小学生以下の子がいる世帯が優先されます。

〇入居時必要なもの　
・敷金（家賃の 3か月分）
・駐車場保証金（2,490 円	/1 台）
・連帯保証人（2人）
〇申込期限　8 月 18 日（木）
※公募住宅は既設住宅で、年数も経過しているため
壁等に傷みや汚れがあります。

〇抽選日	 ８月 25日（木）10：00　串木野庁舎 2階会議室
〇入居予定日　９月７日（水）
〇申込・問合せ	 都市計画課　住宅管理係
　	 土木課　土木総合窓口係（串木野庁舎）

市では 65歳以上の高齢者の方々が、元気で健康的
な生活を送るための支援事業として、「高齢者元気度
アップ・ポイント事業」を実施しています。
これは、自主的に健康づくりや社会参加活動に参加

するとポイントがもらえるもので、貯まったポイント
は地域商品券と交換できます。
参加希望の方は、説明会への出席と登録が必要にな

りますので、社会福祉協議会へ電話で申し込んでくだ
さい。
〇参加できる方　65 歳以上の市民
〇ポイントが付く活動
・市が実施する健康増進・介護予防等に関する活動
・介護保険施設等におけるボランティア活動
〇ポイントの交換上限
1 ポイント 100 円で、年間 50ポイント（5,000 円
の商品券）まで交換できます。

〇申込締切　8 月 17 日（水）
〇説明会
8 月 22 日（月）串木野高齢者福祉センター
8月 23日（火）市来庁舎３階会議室
両日とも　受付 13：00～　説明会 13：30～

今年度は、胃・肺・大腸・腹部超音波の4つの検診
を一緒に実施します。これに伴い検診会場が変更になり
ます。
受診票・検査キットを10月下旬に発送予定です。対

象地区の検診会場と時間は、受診票と一緒に届く案内
書類で必ずご確認ください。
なお大腸がん検診については検査キットが必要になる

ので事前にお申し込みください。
〇検診日	 11 月下旬～ 12月上旬
〇検診会場	 いちきアクアホールまたは総合体育館

住　宅　名 建設年度
募集戸数 構造・設備 単身入居

文京町団地
（串木野高校近く）

平成 5年度
１戸

耐火4階建（4階）・
3DK・水洗トイレ 不可

文京町団地
（串木野高校近く）

平成 6年度
１戸

耐火4階建（2階）・
4DK・水洗トイレ 不可

荒川住宅
（荒川小学校近く）

平成 16年度
１戸

木造平屋建・
3LDK・水洗トイレ 不可

芹ケ野住宅
（芹ケ野公民館近く）

平成元年度
１戸

木造平屋建・3DK・
水洗トイレ 不可

酔之尾東団地
（旧雇用促進住宅）

昭和 55年度
1戸

中耐 5階建（1階）・
3DK・水洗トイレ

世帯主 60歳以
上単身入居不可

地域介護講座参加者募集
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

がん複合検診の日程と会場について
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

高齢者元気度アップ・ポイント事業参加者募集
社会福祉協議会（☎ 32-3183）

市営住宅入居者募集
都市計画課（☎ 21-5154）

女性がん検診は電話予約が必要です	
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

3



　8月 14 日（日）と 15 日（月）の 2日間、木原墓地付近の道路は一方通行と駐車禁止の交通規制が行わ
れます。
　また、木原墓地は駐車場が狭く、両日ともお墓参りにくる車で混雑が予想されますので、誘導員の指示に
従ってください。木原墓地への入口は酔之尾交差点、出口は神村学園前になります。
　なお、両日とも木原墓地までの往復臨時バスが運行されます。できるだけバスをご利用ください。

〇臨時バス停留所
　大原町（アポロ石油前）、旭町（タイヨー前）、元町（ビデオショップファミリー前）、浜町（げたや前）、
　新潟（ふくだ文具店前）、浦和町（中新商店東側）、新生町（濵田水産前）、小瀬（寿工業前）、
　石川山（旧中華料理かみむら前）、塩屋町（旧新川石油前）、緑町（向井酒店前）、墓地
〇料　金　　大人 140 円　小人 70円
〇時　間　　行き		始　発　16：20（大原町から 30分	～ 40 分間隔で運行）　			帰り（墓地の最終発 20：20）
　　　　　　行き		最終発　19：40

福山
石材

酔之尾東
団地

コスモス

入口

国　道　３　号 出口 別府  →← 大原
酔之尾交差点 神村学園

踏切（一旦停止）

バス降場

バス乗場

〇規制時間		16：00～20：30
〇駐車禁止		
〇一方通行			
〇駐　車　場		
〇進入禁止			

　排水設備工事責任技術者試験が次のとおり実施され
ます。
〇日　時　　　10月 30日（日）10：00～ 12：00
〇場　所　　　鹿児島市（鹿児島県市町村自治会館）
　　　　　　　奄美市（奄美市役所）
〇受験手数料　5,000 円
〇願書の頒布　8月 5日（金）から上下水道課で
〇申込期間　　8月 5日（金）～ 8月 31日（水）
〇試験問題　　	公益社団法人日本下水道協会の作成し

た共通試験問題を使用する。
〇合格発表　　12月 5日（月）
〇申込・問合せ　上下水道課

　農地法に基づき、毎年 1回「農地の利用状況につ
いての調査」が義務づけられています。
　そのため、農業委員会では 8月から 9月にかけて
市内全域で農地利用状況調査を実施します。
　遊休農地の把握と発生防止、違反転用やごみの不法
投棄などの調査を行います。
　調査にあたり、農地へ立ち入る場合がありますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

お盆時の木原墓地付近の道路交通規制と臨時バスの運行について
生活環境課（☎ 33-5614）

農地利用状況調査にご協力ください
農業委員会事務局（☎ 33-5647）

平成28年度鹿児島県下水道協会
排水設備工事責任技術者試験の案内

上下水道課（☎ 21-5157）
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日置地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協
議会では、市来地域の農業用廃プラスチック類を回収
します。
農業者の方は、注意事項をしっかり守り、回収にご

協力ください。
〇回収日時	 8 月 19 日（金）8：30～ 11：00
〇回収場所	 さつま日置農協北中部営農センタ－
〇処理経費	 処理単価　30円／㎏程度
	 （農協口座で引落されます）
〇持参するもの　印鑑、農協の口座番号
〇注意事項
★ 3か所を同種類のビニ－ルひもで結び、つづら
折りにしてください。
★異物（排出ビニ－ル以外のもの）が混入しないよ
うにお願いします。
★空容器（ポリ・缶）については、キャップを取り
除き中身を洗浄してください。
★運搬の際に産業廃棄物運搬車両の表示と書面の携
帯が必要になります。

〇問合せ
・さつま日置農協　市来支所経済課　☎ 36-2311
・市役所農政課農林係

地域住民が犬・猫のペット動物と快適に過ごせるよ
うに、飼い主はマナーを守り、次のことに心がけましょ
う。
〇	生後 91 日以上の犬を新たに飼った場合は、狂犬病
予防法により登録（生涯１回）と毎年の狂犬病予防
注射が義務づけられています。また、飼い犬が死亡
した場合や、所有者や住所が変わった場合は、市町
村の窓口に届出が必要です。

〇�犬は丈夫なひもや鎖でつなぎ、放し飼いはやめま
しょう。

〇	頻繁に吼えたり、ふん尿を放置するなど、近所に迷
惑や危害を及ぼすことがないよう、適切なしつけ、
適度な運動を行いましょう。

〇	飼い猫以外の猫への餌付けは絶対にやめてくださ
い。近所に迷惑をかけ、不幸な猫を増やすことにも
つながります。（1頭のメス猫から子猫が生まれ、1
年後には 20頭以上に増えることもあります。）

〇	猫は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等のため室
内で飼いましょう。また、不妊・去勢手術をしましょ
う。

〇	室内飼いであっても、飼い猫だと分かるように、首
輪等に連絡先を書き、所有表示をしましょう。

〇	犬・猫に限らず動物は、家族と同様に愛情を持って、
終生飼いましょう。
　やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任
で新しい飼い主を探すか、伊集院保健所（☎ 099-
273-2332）へご相談ください。【未支給年金と死亡届】

年金は、死亡した月の分まで支払われます。受給者
に支払われるはずの年金が残っている場合は、生計を
同一にしていた遺族が未支給年金として受け取ること
ができます。
〇未支給年金の請求には次の書類が必要です
・請求者の住民票謄本
・死亡者と請求者の関係が分かる戸籍謄本（抄本）
・死亡者の住民票除票　　　・死亡者の年金証書
・請求者名義の預金通帳　　・請求者の印鑑
・死亡者と請求者の住所が異なる場合は、生計同一
申立書

〇未支給年金の請求者になれる方
優先順に、亡くなった方から見て
⑴配偶者　⑵子　⑶父母　⑷孫　⑸祖父母
⑹兄弟姉妹　⑺三親等以内の親族

〇未支給年金を請求できる方がいない場合
「死亡届」のみとなり、亡くなった方の年金証書、
申請者の印鑑が必要です。

※	届出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返さ
なければなりません。届出は速やかにお願いします。
※	手続き ･相談窓口は市役所市民課または川内年金事
務所（☎ 22-5276）です。

土地に対する固定資産税は、毎年 1月 1日現在の
利用状況（現況）によって課税されます。
今年 1月 2日以降に利用状況（現況）を変更した

方は、税務課固定資産税係または市来庁舎市民課税務
係へ届出をしてください。
農地（田、畑）を転用許可により埋立や造成等を行

い、農地以外として使用している場合は、その使用し
ている地目で課税されます。また、何年も放置してい
る農地等については、雑種地として取扱うことがあり、
税額が上昇する場合があります。
なお、法務局へ地目変更の登記をした方は届出の必

要はありません。
〇問合せ　税務課固定資産税係

農業用廃プラスチック類の回収について（市来地域）
農政課（☎ 33-5635）

ねんきん広報だより
市民課（☎33-5612）・市来庁舎市民課（☎ 21-5114）

犬・猫の飼い方について
生活環境課（☎ 33-5614）

固定資産税に関するお知らせ
～土地は現況で課税～

税務課（☎ 33-5617）
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相続登記をしていないと…
・相続登記を放置している間に更に相続が発生す
ると相続人の人数が増え、登記手続にかかる費
用などの負担が増加します。

・不動産の売却やローンの設定に時間がかかりま
す。

・所有者と連絡がとれず、土地の荒廃や、災害復
旧及び防災のための工事ができないなどの社会
問題が発生します。

自分の権利を大切にするため、次世代の子供たちの
ために、未来につなぐ相続登記をしませんか。
詳しくは、法務省ホームページ「未来につなぐ相続

登記」を検索してください。

開館２周年を迎えた薩摩藩英国留学生記念館では
現在、特別企画展「ＧＯＤＡＩ…バイタリティーの男」
を開催中です。
今回は、企画した市職員を講師とし、五代友厚が留

学生として訪れたイギリスでの足跡や、帰国後の大阪
での活躍の様子など、取材を基にした、また、新たに
発見した資料についてのエピソードを交えた話題を予
定しています。
朝のテレビドラマと比べながら話を聞いてみませ

んか。どなたでも参加できます。

●日　時	 ８月 30日（火）13：30～ 15：20
●場　所	 いちきアクアホール
●講　師	 奥ノ園	陽介　主査
	 （いちき串木野市観光交流課）
●演　題	 	「五代友厚を追いかけて
　　　　　　　　～薩摩から大阪へ～」
●参加料	 無料

市の水道事業は、市民の皆様が納めた水道料金で運営されています。このため、水道料金の未納が多くな
ると水道事業の運営に支障をきたすことになります。水道料金は、水道を利用するすべての方に公平に負担
していただくものですので、市としては不公平が生じないよう未納者からの料金徴収を一層強化します。
公平を期するためにやむを得ない措置であることをご理解ください。

〇未納対策の流れ
納入期限までに支払いがなかった場合、下記の手順で支払いを未納者に促しています。

※書面や訪問による支払いの催促に応じない場合、給水条例に基づき給水を停止します。
※給水停止により、損害が生じても市はその責を負いません。
※入金が困難な場合や、分割入金を希望される場合は、まずご連絡ください。

〇問合せ　上下水道課上水管理係

強化します！水道料金の未納対策
上下水道課（☎ 21-5155）

督
促
状
の
発
送

催
告
状
の
発
送

給
水
停
止

通
知
書
の
発
送

給
水
停
止
処
分

法務局からお知らせ　相続登記はお済みですか
税務課（☎ 33-5617）

教育講演会
学校教育課（☎ 21-5127）

～給水停止になると～
・水道が使用できなくなります。
・未納料金の全額支払い後、給水を　
　再開します。
　なお、土日祝祭日（年末・年始の閉
庁日含む）及び平日の 17 時 15 分以
降は、翌営業日の開栓となります。
・無断使用すると罰金が科せられます。

〇安心で便利な口座振替のご利用を
　通帳と届出印を持って、市内の各金融機関で申し込みください。
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〇日　時	 8 月 26 日（金）
	 18：30 ～20：00（受付	18：00 ～18：20）
〇場　所	 いちき串木野市消防本部　2階会議室
〇定　員	 20 名（定員になり次第締切）
〇対象者	 	市内に居住または勤務（在学）している小

学生高学年以上の方
〇受講料	 無料
〇申込み	 	8 月 24 日（水）までに消防本部救急係へ

住所、氏名等をお知らせください。

食育料理教室「第 3回いちき串木野キッズシェフ
~let’s	make	world	cooking」を開催します。
子どもだけでつくる料理教室です。

〇日　時	 ８月 29日（月）10：00～ 14：00
〇場　所	 いちき串木野市総合観光案内所　研修室
〇対　象	 小学校 4～ 6年生
〇内　容	 「いちき串木野食材で作るイタリア料理」
〇講　師	 イル・チプレッソ
	 オーナーシェフ　古畑圭一郎　氏
〇材料費	 500 円
〇当日の準備物
エプロン・三角巾・タオル・ふきん・上履き・筆記
用具・飲み物

〇募集数	 25 名（定員になり次第締切。市民優先）
〇募集期間	 8 月 8日（月）～ 8月 24日（水）
〇申込・問合せ　食のまち推進課

水中歩行運動を中心にした健康教室を開催します。
陸上の運動で、関節に痛みが出やすい方や普段から

関節の痛みを抱えている方、プールでの歩行運動の仕
方を知りたい方、ぜひ、ご参加ください。
〇対象者	 	75 歳未満のいちき串木野市国民健康保

険加入者
〇日　時	 	9 月 9日～ 10月 28 日までの毎週金曜日

（計８回）13：30～ 16：30	
〇内　容	 	健康運動指導士による「健康運動の話」・

「簡単筋力チェック」・「楽しく行う水中
運動」

〇会　場	 	市来地域公民館・市来ふれあい温泉セン
ター等

〇参加料	 1,200 円程度
	 （傷害保険料とプール代８回分）
〇募集数	 25 名
〇申込期間	 8 月 15 日（月）～ 8月 25日（木）
〇申込み	 電話で健康増進課保険給付係へ
※持病のある方は、必ず主治医に相談のうえ申し込
んでください。

平成 28年度奨学生を次のとおり募集します。
〇資　格
本市に 1年以上在住している方の子弟で、学資を
支払うことが困難と認められる方。すでに、他の奨
学金で次の金額以上を借りている場合は申込不可。

〇金　額
月額 15,000 円以内
高等学校、高等専門学校、専修学校高等部及び特
別支援学校高等部
月額 30,000 円以内
大学、専修学校、高等専門学校専攻課程

〇貸与期間	 正規の修学期間
※今年度は 10月から来年 3月まで半年分貸付

〇連帯保証人	 保護者と本市に在住する方の 2名
〇募集数	 10 名程度
〇返還方法	 	卒業後1年経過時点から貸与月数の2

倍の月数以内に返還（無利子）
〇申込期限	 ８月 26日（金）
〇申込・問合せ　教育委員会総務課（市来庁舎）
※願書等は教育委員会総務課にあります。

市民の健康づくりをみんなで考える機会として、
「健康なまちづくりフォーラム」を開催します。入場
は無料で、どなたでも参加できます。高齢者元気度アッ
プ・ポイント事業の対象になります。
〇日　時	 8 月 27 日（土）15：00～ 17：15
〇場　所	 いちきアクアホール
〇内　容
　①講演「臓器移植と救急医療」
　講師：新潟大学名誉教授
　　　　医療法人社団ときわ会大塚台クリニック院長
　　　　公益社団法人日本臓器移植ネットワーク理事
　　　　高橋公太　氏
②レセプション：シャンソン・カンツォーネ

　　　　　三島吏恵　氏
〇問合せ	 串木野健康増進センター

奨学生募集
教育委員会総務課（☎ 21-5126）

「関節痛･腰痛さんの水中アクア教室」参加者募集
健康増進課（☎ 33-5613）

健康なまちづくりフォーラムの開催
串木野健康増進センター（☎ 33-3450）

救命入門コースの開催
消防本部（☎ 32-0119）

いちき串木野キッズシェフ参加者募集
食のまち推進課（☎ 33-5621）
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出店内容は、フリーマーケット等、ジャンルを
問いません。多数の応募をお待ちしています。
〇日　時	 10 月 29日（土）9：00～ 21：00（予定）
	 10 月 30日（日）9：00～ 17：00（予定）
〇場　所	 串木野新港隣接会場（西薩町）
〇小　間	 １小間（3.6m× 3.6m）13,000 円
※花火大会のある 29 日（土）17：00 以降の屋
台村まで出店する場合は15,000円となります。

※食品を取り扱う店舗は、臨時営業手数料 2,500
円～ 3,000 円が別途必要です。

〇申込・問合せ　8 月 22 日（月）までに水産商
　　　　　　　　工課へ（Fax 可 32-3124）
※出店申込書は、水産商工課、ドリームセンター、
いちき串木野商工会議所、市来商工会、さつま
日置農業協同組合串木野支所、串木野市漁業協
同組合にあります。

〇会場内の物産展について紹介します
今年も物産展を開催します。つけあげや農畜産物に

魚介類、スイーツ等々…多くの地元の特産品等の準備
を進めています。初日は花火大会にあわせ屋台村も！
いちき串木野の美味しい食べ物をお楽しみいただけま
す！
祭りの情報や取組状況などを広報紙で紹介してい

きます。次号もお楽しみに！！

12 月に放送予定の NHKBS	プレミアム「にっぽん
縦断	こころ旅 2016 ～秋の旅」鹿児島編では、旅人
の火野正平さんが、皆様の心にある風景を訪ねる旅番
組を制作するにあたり、皆様のこころの風景とエピ
ソードを募集しています。
※ 9月下旬頃までに届くと番組で取り上げられる可
能性が高くなります。

〇募集期限	 10 月 31 日（月）（必着）
〇募集内容	 	思い出の場所・風景とその場所にまつわ

るエピソードなど
〇応募方法
・番組ホームページ
　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
・ファックス　03-3465-1327
・お便り　〒 150-8001　NHK「こころ旅」係へ
　　　　　　（住所不要）
〇問合せ	 NHKふれあいセンター
	 ☎ 0570-066-066

生福地区まちづくり協議会では、生福案山子コンテ
ストにあわせて地元の物産品や加工品を販売する生福
市を開催します。
〇日　時	 8 月 28 日（日）　9：00～ 15：00
	 9 月 11 日（日）　9：00～ 15：00
※商品がなくなり次第終了します。お早めにご来場
ください。

〇場　所	 ふれあい大吉会生福支所（旧ＪＡ生福支所）
〇販売品	 野菜・果物・加工食品・手芸工芸品等
〇問合せ	 生福地区まちづくり協議会事務局
	 ☎ 32-4869（生福交流センター）

毎年恒例、串木野国家石油備蓄基地『第 42回ちか
び展示館夏のイベント』が開催されます。皆様のご来
館をお待ちしております。
〇日　時	 ８月 21日（日）9：00～ 15：30
〇場　所	 ちかび展示館
〇イベント内容
・お楽しみ抽選会（10：00、12：00、14：00）
・ゲーム、クイズ、作業トンネル見学会、岩盤水封
方式実験など

〇問合せ
ちかび展示館　☎ 32-4747（火・水曜日休館日）
日本地下石油備蓄㈱	総務課　☎ 32-6800

農業初心者の女性で、農業に興味のある方、野菜づ
くりを始めたい方、女性同士で集まって一緒に活動し
てみませんか。
〇対象者	 	市内に在住している女性
	 （概ね 60歳まで）
〇募集定員	 10 名程度
〇開講期間	 10 月～平成 29年 3月（計 12回）
※毎月第 1・第 3水曜日（開講日 10月 5日）
※ 10：30～ 1時間程度

〇開催場所	 市役所・市民農業塾ほ場（畑）等
〇内　容	 ・野菜作りの基礎講習
　	 ・ほ場（畑）、プランターでの野菜栽培実習
　	 ・収穫した野菜で料理体験　等

〇受講料	 	無料（研修に必要な種子代、資材代等
1,000 円程度実費負担）

〇申込期限	 9 月 2日（金）
〇申込・問合せ　農政課

水産商工課（☎ 33-5638）

～地かえて祭り～物産展の出店者を募集

～はじめてのやさいづくり～
「チャレンジ農業♥おごじょ塾」メンバー募集！

農政課（☎ 33-5635）

にっぽん縦断「こころ旅」のエピソードを募集
観光交流課（☎ 33-5640）

「福」が「生」まれる「生福市」の開催
まちづくり防災課（☎ 33-5632）

第42回	ちかび展示館夏のイベント開催
政策課（☎ 33-5634）

ニュース vol.3

いちき串木野づくし産業まつり

おかげさまで
15回目を迎えます

目指せ農業女子！

10
29（土）・30（日）
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〇日　時	 9 月 25 日（日）9：00開会式
〇場　所	 いちき串木野市パークゴルフ場
〇競技方法
・日本パークゴルフ協会規則に基づいて行う
・36ホールストロークプレーの男女別個人戦
※同順位の場合は優勝から 3位までプレーオフと
し、以下は年齢（上位）勝ちとする。

〇参加定員	 先着 50名
〇参加料	 １人 1,500 円（大会当日納入）
※コース使用料・昼食等含む
※クラブ・ボールの無料貸出あり

〇申込期限	 9 月 16 日（金）
〇申込方法	 パークゴルフ場にお申し込みください。
〇問合せ	 いちき串木野市 B＆ G海洋センター
	 指定管理者㈱日本水泳振興会　☎ 32-8994

〇日　時	 ８月 27日（土）17：30開会
〇場　所	 フレンドパーク羽島
〇種　目
・小学生男女
　100 ｍ・800 ｍ・400 ｍリレー（100 ｍ× 4人）
・中学生以上男子
　100m・2,000 ｍ・800mリレー（200m× 4人）
・中学生以上女子
　100m・800m・800mリレー（200m× 4人）

〇参加料	 １人 500 円
〇申込期限	 ８月 13日（土）
〇申込 ･問合せ　羽島陸上スポーツ少年団　楮山　☎ 35-0123

ストレス軽減に役立つ方法を体験し、日常に生かす
ヒントを学ぶ講座です。受講料は無料です。
〇講座名	 脳と心と体を元気にする心理講座
〇日　時	 9/9　9/16　10/14　10/21
	 （金曜日全 4回）10：00～ 11：30
〇場　所	 中央公民館
〇定　員	 15 名
・定員を超えた場合は初めての方を優先し、それ以
外は抽選。申込結果は各人に通知。

・申込者が少ないと開講しない場合あり。
〇締　切	 8 月 22 日（月）
〇申込み	 	社会教育課、中央公民館、いちきアクアホールの

申込書に記入のうえ、備え付けのポストに投函し
てください。（ファックス（36-5044）申込も可。
氏名・住所・電話番号・年齢・申込講座名を記入）

〇日　時	 ９月 11日（日）8：30スタート
〇場　所	 入来城山ゴルフ倶楽部
〇参加料	 2,000 円（プレー代は各自負担）
〇参加資格	 市民または市内事業所に勤務する方
〇募集定員	 120 名（定員になり次第締切）
〇申込方法	 	個人またはグループ（4名 1組）で、所

定の書式にて FAX で事務局へお申し込
みください。

〇申込期限	 ９月２日（金）
〇申込・問合せ　いちき串木野市ゴルフ協会事務局
　　　　　　　☎ 32-0190　FAX	33-1907
　　　　　　　東洋ベンディング　西上原

〇いきいき女性講座

〇就業支援講座

〇対　象　市内に居住または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
〇場　所　働く女性の家　　　　　　　〇受講料　無料（ただし材料費実費負担）
〇託　児　満 2歳以上～未就学児。希望者は申し込み時にお知らせください。
〇申込み　8 月 25日（木）までに働く女性の家へ（火曜～土曜 9：00～ 17：00　月曜日休館）

講座名 開催日	 時間 定員 回数 講座内容（持ってくるもの・材料費）
メイクアップ
レッスン 9/15（木） 10：00

～11：30 15 名 1回 印象の良くなるメイク法や自分に合うメイクの仕方
を習います。（眉描き道具）

ハロウィンの
パーティー料理 9/29（木） 9：30

～12：00 30 名 1回 悪魔のたまごやかぼちゃを使った料理などを作り
ます。（エプロン・三角巾・500円程度）

エクセル中級 9/2～11/4
毎週金曜日

19：00
～21：00 10 名 10回 数式や関数の入力・データ処理等。（筆記用具・パ

ソコン vista 以降）

ワード中級 9/7～11/9
毎週水曜日

19：00
～21：00 10 名 10回 テキストボックス・ワードアートの活用方法、写真

の挿入等。（筆記用具・パソコン vista 以降）

第9回B＆G杯パークゴルフ大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

第11回	いちき串木野市民ゴルフ大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

第24回いちき串木野ナイター陸上競技大会
市民スポーツ課（☎ 21-5129）

生涯学習講座（短期講座）受講生募集
社会教育課（☎ 21-5128）

働く女性の家講座受講生募集
働く女性の家（☎ 32-7130）
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●�市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘
導して送金させる「還付金等詐欺」が、再び増加しています。
●�全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で発生して
いなくても、今後注意が必要です。
●�「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に相談し
たりする余裕を与えません。
●�金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとっているた
め、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどのATMへ誘導
するケースが目立ちます。
●�不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター（☎ 33-5638）にご相
談ください。

発　　行：いちき串木野市役所　政策課
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
　　　　　　（TEL）0996-32-3111（FAX）0996-32-3124

ホームページ：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
携　帯　用：http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/mobile/
E - m a i l：info@city.ichikikushikino.lg.jp

市役所の職員を名乗る人物から「医療費
の還付金があり、1 時間以内に手続きが必
要だ。指示する連絡先に電話するように」と

電話があった。

指示された連絡先に電話したところ、通帳とキャッシュ
カードを持って金融機関でないところのATMに行く
ように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。
（70歳代　女性）

スーパーやコンビニのATMへ誘導する
還付金等詐欺に注意！

気をつけて !

見守り
新鮮情報

　うそ電話詐欺には、会話を録音できる機能の付いた電話機が有効とされています。
家の電話機にそうした機能がない方は、通話を自動録音する装置を、いちき串木野警
察署が貸し出しています。
　電話がかかってくると「うそ電話詐欺等犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音
されます」と警告音声を流すため、詐欺被害の予防が期待できます。実際にこの装置
を設置した高齢者の方は、不審電話がかかってこなくなったと話しています。
　設置は警察で行いますが、電話機の機種によっては設置できないのもあります。
　詳しくは、いちき串木野警察署にお問い合わせください。	

※この装置は詐欺被害を抑止、防止するもので、必ずしも被害に遭わないことを保証するものではありません。

〇問合せ　　いちき串木野警察署　☎ 33-0110
　　　　　　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）☎ 33-9710

突然の不審な電話にご用心！！　被害多発、悪質商法やうそ電話詐欺に要注意

うそ電話詐欺撃退装置「振り込め詐欺見張隊・新１１７」を無料で貸し出します
まちづくり防災課　（☎ 33-5631）

見守るくん
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